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東京都家具健康保険組合
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　東京都家具健康保険組合は、組合に加入するみ

なさま（被保険者および被扶養者）の生活の安定

と福祉の増進に努めています。

　組合の財政運営は加入員のみなさま、お一人お

一人の協力があってこそ成り立ちます。

　本誌『家具けんぽ』（特別号）は、当健保組合の

事業運営と各種医療保険制度との関連、財政運営

から見た留意点など、加入者のみなさまに組合の

事業をご利用いただくうえで知っておいていただ

きたいこと、ご協力いただきたいことを中心にま

とめさせていただきました。

　加入員のみなさまには、健保組合の実施する事

業への積極的な参画と、事業運営に対するご理解

とご協力をお願いいたします。

【特別号】

この冊子には「家具けんぽ」が
みなさまにお伝えしたい内容が詰まっています！
家具健保キャラクター・選薬戦士エラブンジャー

平成27年度決算のお知らせ
みなさまが病気やけがをしたときのために
増加する医療費に歯止めを！
医療費節減のためにできるあんなことこんなこと
健康診断等を活用して健康管理にお役立てください
家族（被扶養者）のみなさん！　健診を受けましょう
年齢階層別健康診断受診率の状況
診療所の活用を

メタボリックシンドローム予防教室 
心の相談窓口／直営保養所「みやぎの」

ウォークラリー／スポーツクラブ「ルネサンス」／その他
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平
成
27
年
度
決
算
の
お
知
ら
せ

厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す

　
平
成
27
年
度
収
入
支
出
決
算
の
収
入
総
額

は
１
３
３
億
24
百
万
円
で
、
こ
の
う
ち
保
険
料

収
入
が
92
・
１
％
の
１
２
２
億
75
百
万
円
、
国

庫
負
担
、
調
整
保
険
料
、
交
付
金
等
、
そ
の
他

収
入
が
３
・
７
％
の
４
億
94
百
万
円
、
積
立
金

か
ら
の
繰
入
金
お
よ
び
前
年
度
繰
越
金
が
４
・

２
％
の
５
億
55
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
支
出
総
額
は
１
３
１
億
76
百
万
円

で
、
こ
の
う
ち
加
入
者
の
み
な
さ
ま
が
使

用
し
た
医
療
費
や
現
金
給
付
（
別
途
３
ペ
ー

ジ
に
記
載
）
の
保
険
給
付
費
が
46
・
２
％
の

60
億
92
百
万
円
、
健
康
診
断
や
保
健
指
導
、
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
補
助
等
の
保

健
事
業
費
が
６
・
９
％
の
９
億
12
百
万
円
、
事

務
所
費
、
組
合
会
費
等
そ
の
他
費
用
が
２
・

０
％
の
２
億
57
百
万
円
、
他
の
法
律
で
納
付
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
費
用
（
75
歳
以
上
の
全

国
民
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

対
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
65
歳
以
上
74
歳

未
満
の
方
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
全
保
険
者

で
前
期
高
齢
者
の
加
入
者
数
に
応
じ
て
財
政

調
整
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
負
担

で
あ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
退
職
者
給
付
拠

出
金
等
）
が
44
・
９
％
の
59
億
15
百
万
円
を
計

上
し
ま
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
収
入
支
出
決
算
は
１
億
48
百
万

円
の
剰
余
と
な
り
ま
し
た
が
、
収
入
項
目
に

は
積
立
金
か
ら
の
繰
入
金
お
よ
び
前
年
度
繰

越
金
が
５
億
55
百
万
円
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
経
常
収
支
差
で
は
５
億
75
百
万
円

の
赤
字
と
な
り
、
き
わ
め
て
厳
し
い
財
政
運

営
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

　
団
塊
世
代
が
65
歳
以
上
の
前
期
高
齢
者
と

な
り
、
今
後
と
も
医
療
費
の
増
大
は
避
け
て

は
通
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に

他
の
法
律
で
納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
後
期

高
齢
者
支
援
金
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
、

組
合
の
加
入
者
数
に
応
じ
て
負
担
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
平
均
標
準
報
酬
が
低
い
組

合
ほ
ど
負
担
割
合
（
財
源
率
）
は
高
く
な
る

と
い
っ
た
関
係
に
あ
り
ま
す
。
当
健
保
組
合

で
は
、
こ
れ
ま
で
何
と
か
99
・
５
‰
の
保
険

料
率
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
が
、
環
境
は
実

に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況

が
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
財
政
面
に
お
け
る
抜

本
的
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　
保
険
料
率
抑
制
の
た
め
に
も
、
医
療
費
の

節
約
等
、
加
入
員
の
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

収支の割合

収入総額　133 億 24 百万円

支出総額　131 億 76 百万円

保険料収入
122 億 75 百万円

（92.1%）

その他収入
4 億 94 百万円（3.7%）

積立金からの繰入金および前年度繰越金
5 億 55 百万円（4.2％）

保険給付費
60 億 92 百万円（46.2%）

納付金・支援金等
59 億 15 百万円

（44.9%）

保健事業等　9 億 12 百万円（6.9%）

その他支出　2 億 57 百万円（2.0%）

収入の約 4％は健保組合の積立金を
取り崩したもので

単純に「収入」とはいいきれません

支出の 4 割以上が、高齢者の
医療制度に拠出されています！
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被
保
険
者
自
ら
が
、
勤
務
し
て
い
る
事
業

所
を
通
じ
て
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
高
額
療
養
費
・
合
算
高
額
療
養

費
」「
家
族
高
額
療
養
費
・
合
算
高
額
療
養
費
」

お
よ
び
「
付
加
給
付
」
の
請
求
に
つ
い
て
は
、

受
診
さ
れ
た
医
療
機
関
等
か
ら
の
レ
セ
プ
ト

を
も
と
に
当
健
保
組
合
が
「
高
額
療
養
費
・

付
加
給
付
申
請
書
」
を
作
成
し
、
該
当
者
宛

て
に
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、

申
請
書
に
押
印
し
、
事
業
所
を
通
じ
て
健
保

組
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

み
な
さ
ま
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の
た
め
に

現
金
給
付
の
請
求
は
…

　
当
健
保
組
合
の
保
険
給
付
は
、
法
定
給
付

（
健
康
保
険
法
で
給
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
も

の
）
と
付
加
給
付
（
組
合
独
自
の
給
付
）
か

ら
な
っ
て
い
ま
す
。

　
法
定
給
付
に
は
加
入
者
の
み
な
さ
ま
が
医

療
機
関
や
調
剤
薬
局
等
で
保
険
証
を
提
示
し

て
受
診
す
る
場
合
の
現
物
給
付
と
、
加
入
者

の
み
な
さ
ま
の
請
求
に
基
づ
き
現
金
で
支
払

う
現
金
給
付
が
あ
り
ま
す
。

　
診
療
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
自
己
負
担
分
を
除

く
費
用
に
つ
い
て
、
組
合
が
医
療
機
関
や
薬
局
等

に
支
払
う
も
の

一
部
負
担
還
元
金

合
算
高
額
療
養
費
付
加
金

家
族
療
養
費
付
加
金

　
な
お
、
付
加
給
付
は
健
保
組
合
が
独
自
で
設
定

す
る
も
の
で
す
。
こ
の
給
付
が
あ
る
た
め
に
、
当

健
保
組
合
の
加
入
者
の
み
な
さ
ま
は
高
額
な
医
療

費
を
自
己
負
担
し
た
場
合
で
も
、
結
果
的
に
自
己

負
担
額
は
約
５
万
円
も
し
く
は
６
万
円
※

ま
で
で

済
む
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
中
小
企
業
が
加
入
す
る
「
協
会
け
ん
ぽ
」
に
付

加
給
付
は
な
く
、
こ
う
し
た
〝
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

の
給
付
〟
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
健
保
組
合
に

加
入
し
て
い
る
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
い
え
ま
す
。

●
被
保
険
者
を
対
象
と
す
る
も
の

療
養
費

移
送
費

傷
病
手
当
金

埋
葬
料

出
産
育
児
一
時
金

出
産
手
当
金

高
額
療
養
費
・
合
算
高
額
療
養
費

●
被
扶
養
者
を
対
象
と
す
る
も
の

家
族
療
養
費

家
族
移
送
費

家
族
埋
葬
料

家
族
出
産
育
児
一
時
金

家
族
高
額
療
養
費
・
合
算
高
額
療
養
費

　
現
物
給
付

　
付
加
給
付
（
組
合
独
自
の
給
付
／
現
金
給
付
）

　
現
金
給
付

※
各
月
の
レ
セ
プ
ト
１
件
当
た
り
の
自
己
負
担
額
が
、

上
位
所
得
者
（
標
準
報
酬
月
額
が
53
万
円
以
上
の

方
の
場
合
）
は
６
万
３
千
円
以
上
、
一
般
所
得
者

（
標
準
報
酬
月
額
が
50
万
円
以
下
の
方
の
場
合
）
は

５
万
３
千
円
以
上
の
方
を
対
象
に
、
自
己
負
担
額
か

ら
上
位
所
得
者
は
６
万
円
、
一
般
所
得
者
は
５
万

円
を
控
除
し
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

 ※限度額適用認定証について

　高額療養費制度では、医療費の自己負担分をいったん医療機関等に支払った後に、自己負担限

度額を超えた部分が組合から払い戻されますが、「健康保険限度額適用認定証」を提示すると、

高額療養費の自己負担限度額を超える部分を窓口で支払う必要がなくなります。

　「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、事前に組合に申請をして交付を受けておくこ

とが必要です。

　また、被保険者の方の市区町村民税が非課税の場合は、自己負担限度額がさらに軽減される「健

康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」も交付しています。詳しくは当健保組合へお問い合

わせいただくか、健保組合ホームページ（スマホ対応。URL は表紙に記載）をご覧ください。
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増
加
す
る
医
療
費
に
歯
止
め
を
！

　
掲
載
の
グ
ラ
フ
は
、平
成
24
～
27
年
度
（
各

３
月
～
２
月
診
療
分
）
の
医
科
の
診
療
費
と
、

１
人
当
た
り
の
月
平
均
医
療
費
を
年
齢
階
層

別
に
示
し
た
も
の
で
す
。

　
54
歳
ま
で
の
階
層
で
は
、
経
年
に
よ
る
大

き
な
変
化
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
55

歳
以
上
の
年
齢
階
層
で
は
そ
れ
ぞ
れ
右
肩
上

が
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
健
保
組
合
で
は
、
医
療
費
の
７
割
～
９
割

（
一
部
負
担
金
を
除
い
た
額
）
を
医
療
機
関
に

支
払
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
財
源
は
み
な
さ

ま
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
保
険
料
で
す
。

　
医
療
費
が
増
え
る
と
、
保
険
料
も
増
え
た

分
だ
け
必
要
と
な
り
、
み
な
さ
ま
に
ご
負
担

い
た
だ
く
保
険
料
は
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
次
ペ
ー
ジ
以
降
で
は
、
み
な
さ
ま
が
明
日

か
ら
す
ぐ
に
取
り
組
め
る
「
医
療
費
の
節
減

方
法
」
を
ご
案
内
し
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
参
考

に
し
て
い
た
だ
き
、
医
療
費
の
節
約
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

　
医
療
費
の
節
約
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

年齢階層別 1 人当たりの月平均医療費

（参考）

　65 歳以上 74 歳以下の方（前期高齢者）の医療費は、前期高齢者の加入割合に応じて、全保険者間

で財政調整をするしくみとなっています。

　具体的には、当健保組合の前期高齢者にかかる保険給付費に、当健保組合の前期高齢者加入率が全

保険者の平均加入率と等しいとした場合の加入者調整率（約 5 倍）を乗じた額から、当健保組合の前

期高齢者にかかる保険給付費分を差し引いた額を前期高齢者納付金として負担（持ち出し）しています。

10,90510,46510,141
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0～54 歳

棒グラフ ：加入員 1 人当たりの

   月平均医療費55～59 歳

60～64 歳

65～69 歳

70～74 歳

（当核年 3月～翌 2月）
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成
分
・
効
能
が
新
薬
と
同
等
と
い
わ
れ
、

価
格
は
新
薬
よ
り
も
安
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
。
研
究
や
開
発
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
少

な
く
済
む
こ
と
に
よ
り
、
新
薬
よ
り
も
か
な

り
安
く
価
格
を
設
定
で
き
る
の
で
す
。
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
価
格
は
、
平
均
す
る
と

新
薬
の
約
半
分
と
な
り
ま
す
。

　
慢
性
疾
病
に
よ
り
、
継
続
し
て
薬
を
使
用

さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
費
用
対
効
果
は
大

き
く
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
使
用
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

年齢階層別 1 人当たり調剤費の割合

ジェネリック医薬品の使用割合

（家具健保加入の本人・家族別。平成 27 年 3 月～ 28 年 1 月）

0 ～ 19 歳

20 ～ 29 歳

30 ～ 39 歳

40 ～ 49 歳

50 ～ 59 歳

60 ～ 74 歳

5,919 円
（3.4％）

本人（計 175,542 円） 家族（計 250,754 円）

被扶養者の調剤費が全体として高くなっています。
60 歳以上の階層では本人・家族とも高くなっており、
ともに 4 割近くを占めています。

全体としては全健保組合平均の使用割合に比べて、
当健保組合のほうが本人・家族ともに高くなっています。
ただし、前期高齢者（65 歳以上 74 歳以下）の家族については
当健保組合のほうが低い（56.7％。全健保組合の平均では 59.5％）
使用割合であることがわかりました。

家具健保 家具健保

全健保組合平均 全健保組合平均

本人 本人 （65～ 74歳）

（65～ 74歳）本人 本人

家族 家族

家族 家族

64.7％ 62.6％

61.4％ 61.2％

58.4％ 56.7％

56.5％ 59.5％

（全加入員）

（全加入員）

23,528 円
（9.4％）

27,001 円
（10.8％）

114,539 円
（45.7％）

10,613 円
（6.0％）

20,472 円
（8.1％）

15,851 円
（9.0％）

21,369 円
（8.5％）

43,845 円
（17.5％）

22,091 円
（12.6％）

35,840 円
（20.4％）

85,228 円
（48.6％）
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休
日
や
夜
間
の
診
療
に
は
、

本
来
の
診
療
時
間
（
医
療
機
関

等
が
標
榜
し
て
い
る
診
療
時
間

内
）
に
支
払
う
料
金
の
ほ
か
に

「
休
日
加
算
料
金
」
や
「
時
間
外

加
算
料
金
」
が
か
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
調
剤
薬
局
の
時
間
外

で
の
利
用
も
、
同
じ
よ
う
に
「
加

算
料
金
」
が
か
か
り
ま
す
。

　
休
日
加
算
や
時
間
外
加
算
が

か
か
っ
て
い
る
方
の
受
診
状
況

を
見
る
と
、
必
ず
し
も
緊
急
性

で
は
な
い
疾
病
も
あ
り
ま
す
。

「
日
中
は
仕
事
で
忙
し
い
か
ら
」

や
「
夜
の
方
が
空
い
て
い
て
待

ち
時
間
が
短
い
か
ら
」
な
ど
の

理
由
で
の
休
日
受
診
や
時
間
外

受
診
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
診
療
所
で
受
診
す
る

場
合
、
標
榜
す
る
時
間
内
で
あ
っ

て
も
、
お
昼
の
12
時
～
13
時
ま

で
の
間
お
よ
び
夕
方
18
時
以
降

に
診
療
す
る
場
合
は
、
時
間
外

加
算
が
か
か
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

休
日
や
夜
間
の
時
間
外
受
診
は

必
要
な
と
き
だ
け
に

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（件）

0 歳～ 4 歳
5 歳～ 9 歳

10 歳～ 14 歳

15 歳～ 19 歳

20 歳～ 24 歳

25 歳～ 29 歳

30 歳～ 34 歳

35 歳～ 39 歳

40 歳～ 44 歳

45 歳～ 49 歳

50 歳～ 54 歳

55 歳～ 59 歳

60 歳～ 64 歳

65 歳～ 69 歳

70 歳～ 74 歳

時間外 本人 時間外 家族 休日 本人 休日 家族

診療時間外・休日の受診状況

時間外・休日加算件数（医科 2015）

　「
は
し
ご
受
診
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
病
気
で

複
数
の
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
医
療
機
関
を
転
々
と
す
る
と
、
そ
の
た

び
に
初
診
料
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
何
度

も
同
じ
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
体
に

負
担
も
か
か
り
、
医
療
費
も
重
複
し
て
し
ま

い
ま
す
。

　
柔
道
整
復
師
は
、柔
道
整
復
師
法
に
基
づ
く

国
家
資
格
で
、
医
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
柔
道

整
復
師
に
よ
る
施
術
は
す
べ
て
が
健
康
保
険
で

受
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、あ
る
一
定
の
条

件
を
満
た
し
た
場
合
の
み
が
健
康
保
険
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
般
の
医
療
機
関
と
同
様
、窓
口

で
一
部
負
担
金
を
支
払
う
だ
け
で
施
術
を
受

け
ら
れ
る
た
め
、気
軽
に
柔
道
整
復
師
を
利
用

し
て
い
た
ら
、
あ
と
で
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ

な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

イ 

健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
る
も
の

◦
急
性
な
ど
の
外
傷
性
の
捻
挫
、
打
撲
、
挫
傷
（
出

血
を
伴
う
け
が
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
）

　「
お
ね
だ
り
受
診
」
は
、
患
者
か
ら
治
療
上

必
要
で
は
な
い
注
射
や
検
査
を
お
願
い
す
る

こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
も
、
医
療
費
は
増
え

る
ば
か
り
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
受
診
を
し
な
い
よ
う
、
ま
ず

は
か
か
り
つ
け
の
医
師
を
つ
く
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

◦
骨
折
、
不
全
骨
折
、
脱
臼
な
ど
（
応
急
手
当
を
除

き
医
師
の
同
意
が
必
要
で
す
）

ロ 

健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
（
健
康
保
険
は

使
え
ま
せ
ん
。
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
）

◦
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
な
ど
、
本
来
医
師
が
診
察
す
べ
き

疾
病

◦
日
常
生
活
の
疲
労
や
老
化
に
よ
る
肩
こ
り
、
筋
肉
疲

労
な
ど

◦
リ
ウ
マ
チ
、
関
節
炎
な
ど
神
経
性
の
筋
肉
痛

◦
過
度
な
ス
ポ
ー
ツ
等
に
よ
り
、
症
状
を
悪
化
さ
せ
た

と
き

◦
症
状
の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
、
漫
然
と
し
た
長
期
に

わ
た
る
施
術

◦
脳
疾
患
の
後
遺
症
等
の
慢
性
病

◦
以
前
か
ら
負
傷
し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
部
位
の
痛
み

◦
医
師
の
同
意
の
な
い
骨
折
や
脱
臼
の
施
術
（
応
急
処

置
を
除
く
）

「
は
し
ご
受
診
」や「
お
ね
だ
り
受
診
」

は
や
め
ま
し
ょ
う

柔
道
整
復
師
（
接
骨
院
、
整
骨
院
）に

か
か
る
と
き
は
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
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例
年
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
は
11
月

～
３
月
で
、
ピ
ー
ク
は
１
月
で
す
。

　
当
健
保
組
合
で
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク

チ
ン
を
接
種
し
た
方
を
対
象
に
、
２
、０
０
０

円
を
限
度
に
費
用
の
補
助
を
し
て
お
り
ま

す
。
ご
活
用
い
た
だ
き
、
流
行
時
期
が
く
る

前
に
早
め
の
対
応
で
罹り

患か
ん

や
重
症
化
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
方
を
年
齢

階
層
別
に
み
る
と
、
と
く
に
18
歳
未
満
の
加

入
者
と
、
同
じ
時
期
に
家
庭
間
で
の
感
染
が

増
え
る
た
め
か
、
30
～
40
歳
代
の
罹
患
率
が

高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

0

2,000

2015 年

3 月
2016 年

1 月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月

4,000

6,000

8,000

10,000
（名）

7,022

4,336

3,167

2,723

2,368

1,896

2,924

3,623 3,555

3,845

4,386

9,114

季節性疾患年齢階層別有病者数

※棒グラフは、下から 0 ～ 9 歳、10 ～ 19 歳、20 ～ 29 歳、30 ～ 39 歳、40 ～ 49 歳、　50 ～ 59 歳、
60 ～ 69 歳、70 ～ 74 歳。

当健保組合のインフルエンザ予防接種補助

平成 28年 10月 1日～ 12月 31日

被保険者および被扶養者
（接種日時点で、当健保組合員の資格がある方）

2,000 円（限度額／ 1名につき）

●

●

●

●

補 助 対 象 接 種 期 間

対 象 者

補 助 額

申 請 方 法

※（一社）東京都総合組合保健施設振興協会（略：東振協）契約病院で接種した場合

1 32東振協のホーム
ページから、必
要事項を入力の
うえ「予防接種
利用券」を印刷

予防接種を受けた東
振協の契約病院の窓
口で、組合の補助額

（2,000 円 ）と の 差
額を支払います

印刷した「予防接種
利用券」を持って、
東振協の契約病院で
12 月末日までに予
防接種を受けます

東振協のインフルエンザ予防接種
手続きのほうが簡単だよ！

※東振協ホームページ→ 
　http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html
※最寄りの病院で接種をした場合は、申請

方法が異なります。

流行時期に罹患する
人は、やっぱり多い…

医療費節減のためにできる
あ
ん
な
こ
と
こ
ん
な
こ
と
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「
医
療
費
通
知
」と

「
診
療
明
細
書
」を

確
認
し
ま
し
ょ
う

各
種
届
書
は
す
み
や
か
に

　
当
健
保
組
合
で
は
、
医
療
機
関
で

受
診
し
た
方
す
べ
て
に
世
帯
単
位
で

「
医
療
費
通
知
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
医
療
機
関
か
ら
発
行
さ
れ
る
「
診

療
明
細
書
」
と
、
当
健
保
組
合
が
年

４
回
（
３
月
、
６
月
、
９
月
、
12
月
）

送
付
す
る
「
医
療
費
通
知
」
の
金
額

を
つ
き
合
わ
せ
て
し
っ
か
り
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
も
し
金
額
が
合
わ
な
い
と
き
は
、

当
健
保
組
合
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
健
保
組
合
で
は
、
毎
年
「
検
認
（
被
扶
養
者
認
定
の

再
確
認
）」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
検
認
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
す
が
、
例
年
、
多

く
の
届
け
出
漏
れ
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

医
療
費
の
返
還
を
求
め
る
ケ
ー
ス
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

「
被
扶
養
者
異
動
届
」
は
事
実
の
発
生
し
た
時
に
、
す
み

や
か
に
提
出
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
前
期
高
齢
者
納
付
金

に
つ
い
て
は
、
算
出
の
基
礎
と
し
て
被
扶
養
者
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
削
除
の
届
け
出
が
遅
れ
ま
す
と
精
算
に

間
に
合
わ
な
い
た
め
、
本
来
は
負
担
す
る
必
要
の
な
い

分
も
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

検認の結果、被扶養者資格がないことが判明した件数と事由

※ 1　就職すると、家具健保の被扶養者から就職先の健康保険の被保険者になります。
※ 2　年収が 130 万円（障害者・60 歳以上の場合は 180 万円）を超えた場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
※ 3　別居していて仕送りをしていない場合などは、健康保険の被扶養者から外れます。

就職※1 収入増加※2 死亡 その他※3 合計

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

82

66

86

67

67

73

1

0

0

68

45

30

218

178

189
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健康診断等を活用して
健康管理にお役立てください

　企業で働く労働者は、労働安全衛生法により、毎年、
健康診断の受診が義務づけられています。当健保組
合では、会社に代わって労働安全衛生法に定める健
康診断も兼ねた、健康診査事業を実施しています。
　当健保組合が実施する健康診査事業は、被保険
者を対象とする一般健診、35歳以上の方が対象の
生活習慣病健診、人間ドック、被扶養者の方を対象
とする35歳以上の生活習慣病健診があります。
　40 歳以上の被保険者および被扶養者の方につい
ては、法律で特定健診、特定保健指導の実施が義

務づけられています。
　当健保組合では、生活習慣病健診や人間ドックを
受診するときに特定健診の項目も併せて実施してお
り、また、特定健診の結果、保健指導が必要な方
に対しては当健保組合の保健師が保健指導のご案
内をしています。該当されました際は必ず受診されま
すようお願いします。

※特定健診の受診率や特定保健指導の指導結果については、後
期高齢者支援金の算定を行う際、これらの結果により支援金が
加減算されることになっています。

被保険者

健診の種類

対象者

実施時期

受診場所（コース）

受診資格

オプション検査

一部負担金

35 歳未満の全被保険者
※ 35 歳以上で生活習慣病健診または

人間ドックの申込をされない方
35 歳以上の希望者

原則として、4 月から 10 月

無料
3,000 円

（オプション検査受診者 3,500 円）
補助限度額：30,000 円※

組合直接契約健診機関・東振協委託契約健診機関・その他の健診（医療）機関
※東振協は、一般健診：「A コース」、生活習慣病健診：「B コース」、人間ドック：「D コース」となります。

受診日現在、被保険者の資格がある方
※受診日までに資格を喪失された方は受診できません。また、当該年度内に資格を取得された方については、労働安全衛生法

にもとづき、事業主が実施する雇い入れ時健診が優先されますので受診できません。

35 歳以上の希望者

原則として、4 月から翌年 1 月

男性：前立腺がん検査（50 歳以上）
女性：乳がん検査・子宮がん検査

一般健診 生活習慣病健診 人間ドック補助

※検査料金が 33,000 円（33,500 円：注）以下の場合は、3,000 円（3,500 円：注）は自己負担となります。
注：前立腺がん・乳がん・子宮がん検査を含む場合

健康診断の結果、再検査、精密検査となった方は、必ず二次検査を受診してください。
放置しますと重大疾病に繋がる恐れもあります。

早期発見、早期治療に努めましょう。

精密検査 管理検診

各種健診結果から、再検査が必要な方に対
し精密検査を実施します。

●対  象  者　再検査が必要と診断された方
●実施方法　組合指定健診機関等で実施
　　　　　　（本人負担額：原則無料）
●実施時期　随時

一般健診および生活習慣病健診結果から、経過観察が必要な方に対し、3 カ
月または 6 カ月後に検査を実施します。契約指定病院で受診していただくと、
窓口での自己負担はありません。すべて組合負担となります。

●対  象  者　経過観察が必要と診断された方
●実施方法　組合指定健診機関等で実施（本人負担額：原則無料）
●実施時期　年間
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家族（被扶養者）のみなさん！
健診を受けましょう

おすすめ健診チャート

START
女性

40 歳未満

残念ながら対象の
健診はありません

施設健診になります（下記Ⅱ、Ⅲです）
近所の医療機関等を探しましょう

マンモグラフィ※

で受けたい

施設健診の
みとなります

（下記Ⅱ、Ⅲです）

特定健診
（下記Ⅳです）

男性年齢は

35 歳以上日程は

自分で決めたい

いつでもよい

乳がん検査は

エコーで
受けたい

会場健診のC3コース
がおすすめです
（下記Ⅰです）

年齢は
35 歳未満

40 歳以上

性別は

精密検査

各種健診結果から、再検査が必要な方に対し精密検査を実施し
ます。契約指定病院で受診していただくと、窓口での自己負担
はありません。すべて組合負担となります。

●対  象  者　再検査が必要と診断された方
●実施方法　組合指定健診機関等で実施　（本人負担額：原則無料）
●実施時期　随時

契約健診機関等、詳細については当健保組合ホームページにてご確認ください。

被扶養者

健診の種類
対象者

受診資格

オプション検査
一部負担金

メリット／
デメリット

35 歳以上の女性

Web 申込可・予約不要／
日程は指定される

乳がん検査および子宮がん検査
3,000 円（オプション検査時 3,500 円）

日程は自分で決められる／要予約

案内送付時期 11 月Ⅰ分：会社　　4 月Ⅱ・Ⅲ分：会社　　6 月Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ分：自宅
ホームページ、ガイドブックにて

ご案内

40 歳以上の被扶養者
生活習慣病健診 特定健診

実施時期 11 月Ⅰ・Ⅳ分：会社　　4 月Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ分：会社　　6 月Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ分：自宅

申込を行い、受診日現在、被扶養者の資格がある方

3,000 円 1,000 円

※年齢は、年度末時点でのものとなります。

※ 40 歳未満はマンモグラフィが受けられません。
　Ⅰをおすすめします。

受診場所
（コース）

東振協委託契約健診機関
組合直接契約健診機関・東振協委託契約健
診機関・その他の健診（医療）機関

 東振協【C3 コース】（集合健診） 組合直接契約健診機
関および東振協【B
コース】（施設健診）

その他の健診（医療）
機関（施設健診）

組合直接契約健診機関
東振協委託契約健診機関
※東振協【E コース】
　その他の健診（医療）機関

※春および秋に実施Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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年齢が高くなるにつれ
健診受診率が低くなっています
　掲載のグラフは、当健保組合の健康診断（35歳以上のご家族は婦人生活習慣病健診）の受診状況をまとめた
ものです。
　これをみると、被扶養者の健診受診率が低くなっています。当健保組合の健診事業以外の方法で受診し、そ
の健診結果をお持ちの方は、その結果を組合に提供くださいますよう、ご協力をお願いします。

通院していても、継続的に検査しているのは健診でいう一部分です。
胃・大腸・心電図等の検査が未実施ではありませんか？　

特定健診の受診率が高くなることによって、後期高齢者医療制度への
支援金が減算されることになっています。

年 1 回の健診でご自身の健康を確認しましょう。
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65.0
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63.0

25.0
26.7

14.4

85.6

29.9

85.5

28.9

84.3

27.9

84.5
83.3

100.0

健康診断・本人男性 健康診断・本人女性

健康診断・本人女性

婦人生活習慣病健診（35歳以上家族）

婦人生活習慣病健診（35歳以上家族）健康診断・本人男性

年齢階層別健康診断受診率の状況
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診療所の活用を
生活習慣を起因とする疾病で、定期的に診療が必要な方におすすめします。

診察は予約制となっており、待ち時間なしで受診できます。

薬剤の一部負担金はいただきますが、その他の費用はかかりません。

診察の結果、大病院での検査が必要な方には、紹介状の作成も行います。

家具健保会館 3 階（文京区湯島）

毎週火曜日

13：30 ～ 16：00
（月に 1 回、9：30 ～ 16：00）

内科

所 在 地

診 療 日

診療時間

診療科目

セカンドオピニオンの相談もできるよ！

★当診療所では血糖値、HbA1ｃ、心電図、尿検査などの検査が可能で、平成 28年からは血圧脈
波計にて動脈硬化（血管年齢）の検査もできるようになっています。

★希望があれば検査のみの受診も可能です。
★当健保組合の先生は、乳房、消化器外科、免疫についての専門的な相談も受け付けます。電話
でのご相談も可能ですが、不安のある場合には受診していただき、直接ご相談されることをお
すすめします。

お問い合わせは　　健康管理課　TEL 03-3833-6164

垣
か き

内
う ち

 史
て る

堂
た か

　先生
東大医学部卒

東邦大学名誉教授
（医学部免疫学教室）

和
わ

田
だ

 祥
よ し

之
ゆ き

　先生
東大医学部卒

元参議院議員医務室　室長
静風荘病院医療特別顧問

会館内
に

ありま
す！
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お申し込みは　　総務課　TEL 03-3833-6161

心の相談窓口
　「ストレス社会」といわれる現代で、組合員のみ

なさまが日々抱え込んでおられる心の悩みをお気

軽に相談できる窓口があります。

　この相談窓口は無料であり、相談内容や個人情

報が他の人に知られることは絶対にありませんの

で、安心してご利用ください（この相談窓口は、外

部専門機関の「保健同人社」に委託して開設してい

ます）。

電話受付

月～金曜日　  9：00 ～ 21：00

土曜日　　　10：00 ～ 18：00
※日曜日・祝日は休み

0120-112-826（携帯利用可）

相談…してみようかな

WEB 相談もできます

PC・スマートフォン

携帯

https://www.healthy-hotline.com/

https://www.healthy-hotline.com/m

ログイン ID：保険証記載の保険者番号 8 ケタ

スマートフォン用
QR コード

携帯用 QR コード

直営保養所「みやぎの」

定員

70 名（14 室）

利用料金

被保険者・被扶養者 5,000 円、

一般 7,000 円

（子どもは半額）

（箱根町宮城野）

　施設内には体育室（卓球）、カラ

オケ、キッズルーム、麻雀室もあり

ます。

　職場の研修等でもお使いいただ

けるよう、研修室や会議室も用意

していますので、さまざまな用途に

ご活用ください。
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メタボリックシンドローム
予防教室

　ダイエット等に関するメタボリックシンドロームの

予防教室を、家具健保会館において開催しています。

　当健保組合の保健師による簡単な運動も取り入れ

た教室となっています。

お申し込みは　　健康管理課　TEL 03-3833-6164

毎 月 1 回 開 催

午前の部

午後の部

9：30 ～ 11：30

14：00 ～ 16：00

こ ん な 内 容 を 実 施 し て い ま す

1 日 5 分からはじめる運動 そうだったのか！

スーツで実践 !!
体引き締め教室

ストレスを軽くする
10のヒント

このような思いがある方へ
◆どんな運動をしたらよいのかわからない
◆自分の体がどうなっているのか知りたい
◆あまり時間をとらずに運動したい

【カリキュラム】
①　体組成測定、動脈硬化測定
②　仕事や家事の合間にできる運動
③　効果を上げる運動のコツ

【カリキュラム】
①　ストレス大解剖
②　ストレスで太るってホント？　ウソ？
③　「答えはあなたの中にあります」10 のヒント

かんたん血圧
Down↓↓の法則
血圧が上がり始めたことが
気になっている、元気な方へ。

「医者にかかりたくない」
「薬を飲みたくない」

けど、何から始めたらよいのか？
その答えを、凝縮してお伝えします。

このような思いがある方へ
★ストレスを軽くしたい！
★ストレスは食べて発散しているけど、
体型が気になる…

直営保養所「みやぎの」を活用した教室も
年 2 回開催（1 泊 2 日）しています

毎回人気の教室で、ご夫婦やお友達同士の参加が多くなっています。

開催時期は9月と3月です（詳しくはホームページでご確認ください）

第1回（H24.9.28 ～29）「美食家の健康旅」

第 4 回（H26.9.26 ～27）「ここからはじまる認知症予防」

第 8 回（H27.9.2～3） 「血管若返り術で健康・美肌に」

過 去 の
セミナー
実施状況



財
政
運
営
の
現
状

保
険
給
付

医
療
費
の
現
状

健
康
診
断
等

健
康
づ
く
り
事
業
等

15

　家具けんぽ
ウォークラリーを開催いたします

スポーツクラブ「ルネサンス」
法人特別会員のご案内

　今年のウォークラリーコースは、「湯島天神・上野恩賜公園」

です。動物園や、世界文化遺産に登録された国立西洋美術館

など、見どころ満載の上野を巡ってみてはいかがでしょうか。

　参加賞として、国立西洋美術館の入館券を、そして完歩賞

には上野動物園の入場券、または東京都美術館の観覧券（ど

ちらかを選択）を進呈します。また、抽選会場では多数の景

品もご用意しています。

　当健保組合では、スポーツクラブ「ルネサンス」との特別法人

契約を締結しています。

　年会費なしで、ご利用料金が割り引かれることになっています。

日々の健康づくりにぜひ、ご活用ください。

   詳細は　　http://www.s-re.jp/

その他
東京都総合組合保健施設振興協会が実施する共同事業※にも参画できます。
※…他の健保組合保養所の共同利用、各種スポーツ大会（健康フェスティバル、テニス大会、ミニマラソン大会、ウォー

キング大会等）、脳ドック契約施設での受診、介護・健康講座への参加）

   詳細は　　http://www.toshinkyo.or.jp/event

ご家族や職場のお仲間などで積極的に利用しよう！

   詳細は　　http://www.kagukenpo.or.jp

開催日　平成 28 年 11月 6 日（日）

第11回

待ってるよ！

（イメージ）
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いろいろな事業を
実施しているんだね

健康診断も少ない
自己負担で

受けられるのね！

ムダな医療費を
生まないように

みんなで協力しよう！
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